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商品に付した単一色で構成される表示が 

商品等表示に該当しないとされた事例 

東京地判令和4年3月11日【ルブタン・レッドソール事件】 
A Case in Which It Was Held That a Single-Color Indication on a Good Does Not Fall  

Under an Indication of Goods or Business 
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本件は，X らが，女性用ハイヒールの靴底に付した赤色（X 表示，色見本で特定）が商品表示である

として，靴底に赤色を付した同種商品（Y 商品）を製造販売している Y に対し，不競法 2 条 1 項 1 号

違反に基づき差止等を請求したものである。裁判所は，①X 表示自体の商品表示については，形態一

般に関する従前の裁判例に則り，特別顕著性と周知性の要件を採用した。続いて②商品に関する表示

が複数の商品形態を含む場合において，その一部の商品形態が商品等表示に該当しないときは，商品

に関する表示は全体として商品等表示に該当しないと解するのが相当であるとした。裁判所は，X・Y

商品は靴底の光沢・質感において明らかに印象を異にし Y 商品形態は X らの出所表示として周知でな

いため，X 表示全体としての商品表示性を否定した。これに続き，①についてあてはめを行い，X 表示

自体の商品該当性も否定した。 

本判決には，従前の裁判例と同様，X 表示自体の商品表示該当性を直接に検討している部分（①）

と，従前とは異なり，X・Y 商品を検証し具体的形態の大きな相違点を指摘し，単色の広範性等の問題

点を顕在化させている部分がある（②）。また，②では形態や価格帯の違いによるブランド価値の相違

をも強調しており，保護すべき市場利益の範囲をも示唆している。本判決は商標法改正後初の単色に

関する不競法違反事件であるのみならず，上記のような大きな意義がある。単色という特定性が難し

いものについて検証結果を重視している点や単色にいかなる要素を付加すれば商品等表示性が認めら

れえたかを示唆する点でも，実務に影響を与えるだろう。 

本件はファッションという審美性が商品の機能ともいいうる商品に関するものであり，これをより

強調して商品表示該当性を否定できたと解される。また本判決でも示されているが，商品の特性と色

彩その他の商品構成要素との関係から，識別力と独占適応性を具体的に検討することが必要であろう。 

 

第 1 事案の概要 
原告（X）は，高級ファッションブランド「クリ

スチャン ルブタン」（「ルブタン」）のデザイナー

であり，原告会社（X 社）の代表者である。X 社

は，ルブタンの商品の製造販売等を業とするフラ
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ンス法人の会社であり，女性用ハイヒールの靴底

に赤色（パントン社が提供する色見本「PANTONE 

18-1663TPG」，「X 赤色」）を付したもの（図のとお

り，これを付す構成からなる表示を「X 表示」）等

を使用した商品（「X 商品」，写真 1）等を製造販
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売している。X は，平成 3 年から同 4 年までの間，

X 社を設立してルブタンのブランドを立ち上げ，

遅くとも平成 9 年以降，女性用ハイヒールの靴底

にラッカー塗装した X 赤色を継続的に使用し，こ

れが X 商品の特徴の一つとされてきた。X 社は，

遅くとも平成 10 年までに，X 商品の輸入販売を

日本で開始した。X は，平成 21 年 9 月，ルブタン

日本法人を設立し，同 22 年に銀座に 2 か所店舗

を構えた。同社は設立後，オンラインショップの

ほか，上記 2 店舗以外にも青山店，高級百貨店内

での店舗等で販売している。 

被告（Y）は，靴底が赤色の女性用ハイヒール（7

種類，「Y 商品」，写真 2 等）を製造販売等してい

る。 

そこで X らは，Y 商品は周知著名な X 表示と類

似した商品等表示を使用した商品であり，Y 商品

の製造・販売及び販売のための展示は，X 商品と

混同を生じさせるなど，不競法 2 条 1 項 1 号（「本

号」）及び 2 号の不正競争に該当すると主張して，

製造・販売等の差止め等及び損害賠償を請求した。 

なお，X は，平成 27 年 4 月，X 表示1）の商標登

録出願をしたが（指定商品は女性用ハイヒール靴）

拒絶査定を受けたため，不服審判を請求した。本

判決後の令和 4 年 6 月 7 日，査定維持の審決【ル

ブタン審決】が出されている（不服 2019-14379 号

審決）。 

 

第 2 判旨 

本号該当性について以下のとおり判断し，X ら

の請求を棄却。 

「（1）……商品の形態（色彩を含むものをいう。

以下同じ。）は，特定の出所を表示する二次的意味

を有する場合があるものの，商標等とは異なり，

本来的には商品の出所表示機能を有するものでは

ないから，上記規定の趣旨に鑑みると（筆者注：「周

知な商品等表示の有する出所表示機能を保護するという

観点から，周知な商品等表示に化体された他人の営業上の

信用を自己のものと誤認混同させて顧客を獲得する行為

を防止し，事業者間の公正な競争等を確保する」こと），

その形態が商標等と同程度に不競法による保護に

値する出所表示機能を発揮するような特段の事情

がない限り，商品等表示には該当しないというべ

きである。そうすると，商品の形態は，①客観的

に他の同種商品とは異なる顕著な特徴（以下「特

（図：X 表示） （写真 1：X 商品） （写真 2：Y 商品第 1 の 1） 
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別顕著性」という。）を有しており，かつ，②特定

の事業者によって長期間にわたり独占的に利用さ

れ，又は短期間であっても極めて強力な宣伝広告

がされるなど，その形態を有する商品が特定の事

業者の出所を表示するものとして周知（以下，「周

知性」といい，特別顕著性と併せて「出所表示要

件」という。）であると認められる特段の事情がな

い限り，不競法 2 条 1 項 1 号にいう商品等表示に

該当しないと解するのが相当である。 

そして，商品に関する表示が複数の商品形態を

含む場合において，その一部の商品形態が商品等

表示に該当しないときであっても，上記商品に関

する表示が全体として商品等表示に該当するとし

て，その一部の商品を販売等する行為まで不正競

争に該当するとすれば，出所表示機能を発揮しな

い商品の形態までをも保護することになるから，

上記規定の趣旨に照らし，かえって事業者間の公

正な競争を阻害するというべきである。のみなら

ず，不競法 2 条 1 項 1 号により使用等が禁止され

る商品等表示は，登録商標とは異なり，公報等に

よって公開されるものではないから，その要件の

該当性が不明確なものとなれば，表現，創作活動

等の自由を大きく萎縮させるなど，社会経済の健

全な発展を損なうおそれがあるというべきである。

そうすると，商品に関する表示が複数の商品形態

を含む場合において，その一部の商品形態が商品

等表示に該当しないときは，上記商品に関する表

示は，全体として不競法 2 条 1 項 1 号にいう商品

等表示に該当しないと解するのが相当である。 

（2）これを本件についてみると，X 表示は，別

紙 X 表示目録記載のとおり，X 赤色を靴底部分に

付した女性用ハイヒールと特定されるにとどまり，

女性用ハイヒールの形状（靴底を含む。），その形

状に結合した模様，光沢，質感及び靴底以外の色

彩その他の特徴については何ら限定がなく，靴底

に付された唯一の色彩である X 赤色も，それ自体

特別な色彩であるとはいえないため，Y 商品を含

め，広範かつ多数の商品形態を含むものである。 

そして，前記認定事実及び第 2 回口頭弁論期日

における検証の結果（第 2 回口頭弁論調書及び検

証調書各参照）によれば，X 商品の靴底は革製で

あり，これに赤色のラッカー塗装をしているため，

靴底の色は，いわばマニキュアのような光沢があ

る赤色（以下「ラッカーレッド」という。）であっ

て，X 商品の形態は，この点において特徴がある

のに対し，Y 商品の靴底はゴム製であり，これに

特段塗装はされていないため，靴底の色は光沢が

ない赤色であることが認められる。そうすると，

X 商品の形態と Y 商品の形態とは，材質等から生

ずる靴底の光沢及び質感において明らかに印象を

異にするものであるから，少なくとも Y 商品の形

態は，X 商品が提供する高級ブランド品としての

価値に鑑みると，X らの出所を表示するものとし

て周知であると認めることはできない。そして，

靴底の光沢及び質感における上記の顕著な相違に

鑑みると，この理は，赤色ゴム底のハイヒール一

般についても異なるところはないというべきであ

る。 

したがって，X 表示に含まれる赤色ゴム底のハ

イヒールは明らかに商品等表示に該当しないこと

からすると，X 表示は，全体として不競法 2 条 1

項 1 号にいう商品等表示に該当しないものと認め

るのが相当である。 

のみならず，前記認定事実によれば，そもそも

靴という商品において使用される赤色は，伝統的

にも，商品の美感等の観点から採用される典型的

な色彩の一つであり，靴底に赤色を付すことも通

常の創作能力の発揮において行い得るものであっ

て，このことはハイヒールの靴底であっても異な

るところはない。そして，X 赤色と似た赤色は，

ファッション関係においては国内外を問わず古く

から採用されている色であり，現に，前記認定事
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実によれば，女性用ハイヒールにおいても，X 商

品が日本で販売される前から靴底の色彩として継

続して使用され，現在，一般的なデザインとなっ

ているものといえる。そうすると，X 表示は，そ

れ自体，特別顕著性を有するものとはいえない。

また，前記認定事実によれば，日本における X 商

品の販売期間は，約 20 年にとどまり，それほど長

期間にわたり販売したものとはいえず，X 会社は，

いわゆるサンプルトラフィッキング（雑誌編集者，

スタイリスト，著名人等からの要望又は依頼に応

じて，これらの者が雑誌の記事，メディアでの撮

影等で使用するためX商品を貸し出すという広告

宣伝方法という。）を行うにとどまり，自ら広告宣

伝費用を払ってテレビ，雑誌，ネット等による広

告宣伝を行っていない事情等を踏まえても，極め

て強力な宣伝広告が行われているとまではいえず，

X 表示は，周知性の要件を充足しないというべき

である。したがって，X 表示は，そもそも出所表

示要件を充足するものとはいえず，不競法 2 条 1

項 1 号にいう商品等表示に該当するものとはいえ

ない。 

（3）また，前記認定事実によれば，X 商品は，

最低でも 8 万円を超える高価格帯のハイヒールで

あって，靴底のラッカーレッド及びその曲線的な

形状に加え，靴の形状，ヒールの高さその他の形

態上の顕著なデザイン性を有する商品であるのに

対し，Y 商品は，手頃な価格帯（筆者注：Y 商品の価

格は 1 万 6000 円又は 1 万 7000 円（いずれも税抜）である

と認定されている）の赤色ゴム底のハイヒールであ

ることからすると，ハイヒールの需要者は，両商

品の出所の違いをそれ自体で十分に識別し得るも

のと認めるのが相当である。さらに，いわゆる高

級ブランドであるX商品のような靴を購入しよう

とする需要者は，その価格帯を踏まえても，商品

の形態自体ではなく，商標等によってもその商品

の出所を確認するのが通常であって，X 商品，Y

商品とも，中敷や靴底にブランド名のロゴが付さ

れているのであるから（筆者注：X 商品の中敷にはル

ブタンのロゴが，Y商品の中敷及び靴底には，金色で「EIZO」

のロゴが付されている），需要者は当該ロゴにより出

所の違いを十分に確認することができる。しかも，

X 商品のような高級ブランド品を購入しようとす

る需要者は，自らの好みに合った商品を厳選して

購入しているといえるから，旧知の靴であれば格

別，現物の印象や履き心地などを確認した上で購

入するのが通常であるといえ，上記の事情を踏ま

えても，このような場合に誤認混同が生じないこ

とは明らかである。 

このような取引の実情に加え，X 商品と Y 商品

の各形態における靴底の光沢及び質感における顕

著な相違に鑑みると，X 商品と Y 商品とは，需要

者において出所の混同を生じさせるものと認める

ことはできない。 

そうすると，Y 商品の販売は，不競法 2 条 1 項

1 号にいう不正競争に明らかに該当しないものと

認められる。」 

 

第 3 従来の裁判例や学説等 

1 従来の裁判例 

（1）単色が問題となった裁判例 

本判決以前に単色が商品等表示の該当性が問題

となった裁判例としては以下のものがある。 

①大阪地判昭和 41・6・29 下級民集 17 巻 5・6 号

562 頁【オレンジ戸車】 

本件は管見の限り，色彩自体が商品等表示に該

当するかが初めて争われた事件である。 

X（戸車等の建築金物類の製造販売業）は，戸車

のコマの原料にナイロンを用い，これにオレンジ

色を着色し販売した。販売当時市場に出回ってい

た戸車の大部分は鉄真鍮製であり，「ナイロン」製
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の戸車はなく，X の創製したナイロン製戸車は，

他社のそれと比較して耐久性等の特性があった。

また，販売開始当時，他の戸車の色は，黒，灰，

茶褐色，白色であったところ，X は，売り上げ増

加が必常であると考え，自己の製品を鉄真鍮製な

ど当時市場で取引されている他の戸車と識別させ

るため，ナイロン戸車のコマの色に，需要者の心

裡に強く印象づけやすいオレンジ色を選択した。 

Y は，コマに赤と黄の中間色であるオレンジ色

を使用した戸車を販売している（Y の製品につい

て X はナイロン製であると主張しているが，裁判

所はそれについて判断していない）。 

そこで，X が Y に対し本号に基づき差止の仮処

分を申し立てた。 

裁判所は，以下のとおり判断した。 

「もとより，色彩の使用は原則として自由であ

るから，特定人が戸車のコマにオレンジ色のみを

永年に亘り使用しても，この事実だけから直ちに

戸車のコマに対するオレンジ色の使用につき排他

的独占的使用権が生ずる理由がない。また他人が

これによりその色の使用の自由を奪われる道理が

ない。 

しかしながら，もし，他人の商品はその色で知

られ，その色の商品を見るものは誰でも他人の商

品だと判断するに至つた（セコンダリーミーニン

グ）場合とか，その色である旨の表示をすれば，

誰でも直ちに他人の商品であると判断する（トレ

ードネーム）など，その色が他人の商品と極めて

密接に結合し，出所表示の機能を果たしているよ

うな特別の場合には，その商品に施された色なら

びにその色である旨の呼名は防止法 1 条 1 号にい

う『他人の商品たることを示す表示』として不正

競業から保護せられなければならない。」 

その上で，以下のように事実認定とあてはめを

行った。 

「Y 提出の需要者及び販売業者からの集計報告

書によると，戸車販売業者の店頭でプラスチツク

戸車自体を見てその存在自体を知るに至つた需要

者の数は，宣伝広告の活動を通じて知つた者の数

に比較して非常に多く，このことは，プラスチツ

ク戸車の販売業者 93 人……のなかで，需要者よ

り戸車の色，製造業者，製品の名称などを指定し

て戸車購入の申込みを受けている者は僅か 7 人で

あり，その他の販売業者 86 人は右のような指定

を受けることがなく，需要者において販売業者の

店頭で戸車自体を見て選択し，或いは業者の勧め

るままに購入している者の記載があることによつ

ても是認できる」。「X が『オレンジ色』の語を用

いた宣伝広告を始めた前後には既に，色彩並びに

形態の点で X の戸車に類似し，品質ならびに性能

の点では X のそれに劣る類似品が市場に出て，そ

の数は次第に増加し，オレンジ色の色彩のみによ

つてはXの戸車を他の戸車と区別しがたい状態に

あつたのであり，X は他の類似品と区別するため

チラシに記載して警告したが類似品はその後も増

加の傾向をたどり，現在においては，需要者はも

ちろん販売業者もその大多数は，オレンジ色の色

彩のみによっては，X の戸車を他の製品と区別す

ることができず，更にはオレンジ色の戸車を X の

製品ではなく，Y らの製品と考えるものが少なく

なかった。」 

X が使用してきた「オレンジ色は多様の色相を

含んでおり，オレンジ色を戸車のコマに使用する

ときはその色は特異なものであるとしても，右の

ような多種類の色相のオレンジ色を使用した場合

には出所表示として購買者に与える印象も弱く特

別顕著性も薄いといわなければならない。」 

そして，「他に戸車のコマのオレンジ色が X の

戸車のセコンダリーミーニングとなっていた事実

を認めるに足りる疎明はない」として，周知表示

性を否定した。 
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②大阪地判平成 7・5・30 判時 1545 号 84 頁【It’s 

1 審】，大阪高判平成 9・3・27 知的財産例集 29

巻 1 号 368 頁【同控訴審】 

本件は，X が，X 製品の特徴は色彩が濃紺色で

ある家電製品であるという点にあり，この特徴は，

昭和 63 年（そうでないとしても平成 5 年）には X

の商品であることを示す出所表示機能を取得し，

周知に至っていたところ，Y 製品は X 製品の当該

特徴と同じ特徴を具えているから，Y による Y 製

品の製造・販売は X 製品との混同を生じさせると

して，本号に基づき，製造・販売等の差止・損害

賠償を求めた事案である。1 審は X の請求を棄却

したため，X が控訴した。控訴審も，色彩の商品

表示性について以下のとおり否定した。 

まず，1 審（古来存在するもので本来何人も自

由に使用し得ること，濃紺色というおおまかな枠

で包括した色彩，しかも，仮に従来家電製品では

ほとんど用いられなかったとしても，極くありふ

れており親しまれてきた色彩であること）と同様

の一般論と色彩の特性の問題から，出所識別機能

（自他識別機能）が生じ得るのはそれほど多くは

ないと考えられるとした。さらには当該機能を取

得したといえるかどうかを判断するにあたっては，

「その色彩を商品表示として保護することが，右

の色彩使用の自由を阻害することにならないかど

うかの点も含めて慎重に検討されなければならな

い」と述べた。 

その上で，具体的判断基準としては，「単一の色

彩が特定の商品に関する商品表示として不競止法

上保護されるべき場合があるとしても，当該色彩

とそれが施された商品との結びつきが強度なもの

であることはもちろんとして，（1）当該色彩をそ

の商品に使用することの新規性，特異性，（2）当

該色彩使用の継続性，（3）当該色彩の使用に関す

る宣伝広告とその浸透度，（4）取引者や需要者で

ある消費者が商品を識別，選択する際に当該色彩

が果たす役割の大きさ等も十分検討した上で決せ

られねばならず，それが認められるのは，自ずと

極めて限られた場合になってくるといわざるを得

ない（これを前提とすれば，いわゆる『色彩の枯

渇』の点は必ずしも大きな問題になるものではな

いと考えられる。）」とした。 

そして控訴審は，X 製品が濃紺色の家電製品で

あることがXの商品であることを示す出所表示機

能を取得しているか否かについてについて，以下

のとおり認定した。まず，「濃紺色」と X 商品と

の結びつきについては，同一機種で他色を使用し

た X 家電製品の存在，「濃紺色」と同系統色使用

の X 家電製品の存在，X 製品中の家電製品以外の

製品の存在，X 製品における黒色の混在という問

題点があることを指摘している。次に，色彩の新

規性については，「濃紺色」自体が特殊な色ではな

く従来から広く親しまれた色彩であること，X 製

品に使用されている「濃紺色」に近い色彩が X 製

品販売前に家電製品に使用された例がないわけで

はないこと，現在では，我が国の大手家電メーカ

ーの多くが，自社製品の一部に X 製品の濃紺色に

近い色彩を使用していることを挙げている。続い

て「濃紺色」の継続使用と X 製品の販売状況につ

いては，発売以来現在まで相当程度変遷を重ねて

いるというYの主張も理由のないことではない等

としている。最後に，X 製品識別・選択の動機に

ついては以下のとおり述べた。X 製品の多くは，

耐久消費財である家電製品であって，その価格は，

決して低廉なものばかりではないのであるから，

消費者がその色彩のみに着目して製品を識別，選

択して購入するとは考えられず，実際に小売店舗

において製品を手に取り，製品の機能性，安全性，

堅牢性について自分自身で他の製品と比較検討し

たり，それがどのメーカーの製品であるかを確認
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したうえで製品を選択し購入するのが通常である

と考えられる。現に，X 製品には，目につきやす

い個所に X 製品のシリーズ名である「It’s」及び X

の商号の英文による略称である「SANYO」の表示

が付されており，こうした表示が X 製品を識別，

選択する上で大きな働きをしていることは否定で

きないというべきである。 

 

（2）複数色の組合せが問題となった裁判例 

①大阪地判昭和 58・12・23 判タ 536 号 273 頁 

【三色ウエットスーツ】 

当時の市場のウエットスーツの色の主流が，素

材であるゴム地の色をそのまま使用した黒色であ

ったところ，X は開発により，昭和 53 年から，三

色ずつ組み合わせた 4 ラインを一定の箇所に使用

したウエットスーツ（X 製品）を製造し販売して

いる。これらのラインは，それぞれ黄赤，青，黄

みの緑，赤紫を中央に配置した色とするこれと同

系色三色の組合せからなり（JIS で一般色名，色相，

明度/彩度等を特定），色落ち（最も明度の低い濃い色を

基調として，順次明度が高く淡い色へと移行する）の配色

となっており，X 製品の発売以前には，このよう

な色落ち三色ライン（「本件ライン」）を使用した

ものはウエットスーツ業界にはなかった。Y らが

色落ちした三色ラインを使用した製品を製造・販

売したため，X が Y らに対し差止等を請求した（本

件ライン及び X 主張の Y の三色ラインのカラー写真は，

無体裁集 15 巻 3 号 929・935 頁に掲載されている）。 

裁判所は，上記のとおり X 製品発売以前には上

記色落ちの配列のウエットスーツがなかったこと，

X 製品はその後売り上げを順調に伸ばし，自ら多

数広告宣伝に努めたり，販売部数の多い雑誌社の

紹介記事に掲載されたりしており，販売地域も全

国にまたがっていること，類似ライン付きのスー

ツが少量輸入販売されたが，X の警告により程な

く市場から姿を消しており，これ以外に本件ライ

ンと同一・類似のラインを使用したウエットスー

ツが市場に出た形跡はなく，X が本件ラインを独

占的かつ継続的に使用したことから，発売から 2

年強で出所表示機能を獲得したとした。また，本

件ラインは，看る者の眼を惹きつける鮮やかな色

調を有し，殊に黒色系，反対色系の場合に一層目

立つことが認められることや，X の本件ラインの

開発の目的等から，本件ラインは，それ自体スー

ツ本体の色彩，形態から独立して商品の出所表示

機能を有するというに妨げないとした。 

 

②知財高判平成 18・9・28 平成 18（ネ）10012 号

【PTP シート①】，同 10022 号【PTP シート②】 

X，Y ともに医薬品等の製造，販売等を業とす

る株式会社であるが，X が Y に対し，Y 製造・販

売の胃潰瘍治療剤が X 販売の胃炎・胃潰瘍治療剤

（X 商品）とカプセル及び PTP シートの色彩構成

において類似し，Y の販売が本号違反であるとし

て，差止・損害賠償等を請求した。X 主張の X 商

品カプセル及び PTP シートの色彩構成は，緑色と

白色の 2 色の組合せからなるカプセル及び銀色地

に青色の文字等が書かれているPTPシートという

色彩構成（「本件構成」）である。 

原審（東京地判平成 18・1・18 平成 17 年（ワ）

5654 号，同 18・1・31 平成 17 年（ワ）5652 号）

が X の請求を棄却したため，X が控訴したが，控

訴審も以下の理由により控訴を棄却した。 

控訴審は，商品等表示に当たるというためには，

その色彩をその商品に使用することの特異性など，

顕著な特徴を有することに加えて，当該商品につ

いて当該色彩あるいは色彩構成の使用継続性の程

度，需要者が識別要素として色彩あるいは色彩構

成に着目する度合いなどをも考慮して検討されな

ければならないというべきであるとした。 

あてはめとしては，医療医薬品として本件構成

を使用するものが複数又は多数あることを挙げて
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「X 商品の本件配色は，医療用医薬品（少なくと

もカプセル剤）全体からみて，ごく単純な配色の

ものであり，特異性のある顕著な特徴を有してい

るものとは認められない」とし，商品表示該当性

を否定した2）。 

 

2 単色等の色彩を商品等表示とすることの

問題点 

特に単一の色彩を商品等表示とすることについ

ては，以下のような問題点が指摘されている。 

（1）古来存在すること 

色彩は古来存在し選択するものであり，創作性

が認められない。したがって，ありふれたものが

多く一般的に独占に適さないし，商品を個別化す

る認識手段ともなり難い（【It’s 1 審】，【同控訴審】，

本判決，【ルブタン審決】）3）。 

一方，色の組み合わせの場合，その色の組合せ・

配色の順序にある程度創作要素があるため，そこ

に出所識別力が発生する余地もあり得るし，単色

の独占に比して第三者の他の色彩（の組み合わせ）

の選択肢が格段に広い。 

 

（2）色彩枯渇論 

上記（1）に関連するところであるが，色彩につ

いては枯渇論が唱えられている（【It’s 1 審】，枯渇

論との調整の観点から判断基準を示したものとし

て【同控訴審】，【ローソク包装箱】）4）。色彩は古

来あるものである上に，人の知覚認証できる色彩

には限度があること（後記（3）も関係する）5）と

商標として取引上使用される色彩にも限度があり

競業者の利益保護が問題となる。加えて形状や輪

郭に限定がないため独占の範囲が広くなるおそれ

がある（知財高判令和 2・8・19 令和元（行ケ）

10146 号【油圧ショベル②】）6）。 

 

（3）特定可能性 

商品等表示として認められるためには，表示と

して特定されていることが必要であると考える。 

特定可能な標章・標識であることを商標登録に

ついて要求する見解があるところ7），商品等表示

が権利行使の根拠となる以上，当該特定の必要性

は登録制度を前提としない不競法上の商品表示に

も妥当すると考える。第三者としては，使用が認

められる範囲が不明確であると，使用に関する萎

縮効果が生じてしまうからである。この点，本判

決は，「商品等表示は，登録商標とは異なり，公報

等によって公開されるものではないから，その要

件の該当性が不明確なものとなれば，表現，創作

活動等の自由を大きく萎縮させるなど，社会経済

の健全な発展を損なうおそれがあるというべきで

ある」と述べている。また，そもそも外延が特定

できないものをもって出所識別力の獲得が認めら

れるのかも，大いに疑問あるところである。 

「視覚は，人間の知覚のうち，おそらく最も厳

密かつ客観的な識別ができると思われるため」特

定可能性は，少なくとも伝統的な商標を念頭に置

く場合にはあまり問題にならなかったと思われる8）。

しかし，視認可能なものの中でも色彩には伝統的

な商標とは異なる特性がある。この点，商標法が

その当時，色彩のみの商標を認めていなかった趣

旨に関して，「色彩は明度，彩度といった基準をも

って，その範囲をあらかじめ特定できるにせよ，

色彩が一般人の認識において同一・類似であるか

否かを判定することは，商品の形態など，他の要

素が『商品等表示』として保護される場合に比べ

て困難であることも否定できない」という見解が

あり9），後発者に事実上の色彩選択の自己規制効

果が生じるおそれがないともいえない。 
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3 従来の学説 

まず，単色については,オレンジ色などというお

おまかな枠で包括した場合，商品等表示として保

護すべきではないとする見解がある。同見解は，

たとえ出所識別力を有したとしても，色彩も大ま

かな枠で包括されてしまうと，限られた選択肢の

範疇に属するため，その独占を認めると何人目か

からは商品に付する色彩がなくなってしまうなど

という事態を招くことになり，第三者の使用の自

由を制限することになるから，商品表示として保

護すべきではない（その規範として競争上似ざる

をえないもの）とする10）。ただし同見解は，「色彩

も組合せられたうえに配列されるなどある程度図

式化して用いられる場合には，選択肢は極めて多

数存在することになるから，その独占を認めても

競争を阻害することはほとんどない」とする11）。 

これに対し，「取引上使用することのできる色彩

には限りがあるので，使用の自由を制限すること

は妥当でないと考えられている」としつつ，「単一

色が商品表示として機能する場合がありうること

を否定することはできない」とする見解もある12）。 

単色の商品等表示該当性について出所識別性や

競争阻害性の観点から類型化するものとして，以

下のものがある。 

第 1 に，商品の性質や色の性質によって判断す

る見解がある。同見解は，「壁紙・化粧品や被服・

服飾品等のように当該商品の性質上美観が重視さ

れる商品においては，色彩は商品の本来的機能そ

のものであり，商品の機能自体が出所表示となり

えないことからすれば，単一の色彩が商品等表示

に該当することは否定されるべきであろう。また，

単一の色彩といっても，色彩と商品の組合せの新

規性・特異性や，不正競争防止法の保護範囲を適

切な範囲に限定する観点からすれば，商品等表示

該当性を肯定しうるのは，その範囲が限定的な範

囲にとどまる中間色に限定すべきであ」り，「白，

黒や，他の色の合成により作り出すことのできな

い三原色」は色彩使用の自由を不当に阻害するこ

とから，また，「日本語言語において基本色名と観

念される色彩（白，灰，黒，茶〔褐〕，赤〔紅〕，

桃，橙，黄，黄緑，緑，水色，青〔藍〕，紫）も，

当該名称から観念される色の幅が広いこと」から，

「商品等表示該当性を否定するのが相当と思われ

る」としている13），14）。第 2 に，商品と色の種類と

の関係に着目する見解もある。「『商品等表示』と

して保護される色が，一般に同種商品に使用され

る可能性のある色（例えば，……家電製品につい

ていえば，『白』『アイボリー』など，自動車でい

えば『白』『黒』『赤』等のメタリックな着色であ

る場合）と，従来，同種商品について全く使用さ

れることがなかった特殊な色ないし色彩である場

合とでは，後発者の色彩選択の自由に対する制約

や競争上の弊害に差が生じると思われる」とする15）。

第 3 に，商品購入にあたり色が果たす役割によっ

て判断する見解もある。「需要者が商品購入に際し

て，商品名により商品を識別し，色彩に着目して

商品を購入しているわけでない場合は，その色彩

は商品等表示としての自他識別機能を実質的に発

揮していないことになるから，その場合は，その

色彩の商品等表示性は認めるべきではないと考え

る」とする16）。第 4 に，商標登録出願に関する論

述であるが，特定の市場であり指定役務の限定が

ある場合には独占を認める見解もある。「元来，色

彩の識別力は高」く，色彩の自由使用の確保の必

要性，換言すれば色彩の枯渇問題がないと認めら

れる市場と指定商品役務の限定がある場合におい

ては，色彩に生来的な識別力を認めても障碍はな

いように思われる」とし，その例として，市場が

携帯電話市場であり指定役務も移動体電話による

通信サービスと限定されている場合を挙げている17）。 
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第 4 判旨の位置づけ及び射程の画定 

1 判旨の位置づけ 

（1）抽象論について 

従来の単色に関する裁判例は，商品形態に関す

る多くの裁判例で採用されている特別顕著性と周

知性の 2 要件を採用していない（このうち【It’s 控

訴審】は 4 要件を定立している）。これに対し本判

決は，特別顕著性と周知性の 2 要件を設けており

（判旨（1）前半），X が商品等表示として主張す

る抽象的な商品形態（単一の色彩）について上記

2 要件をあてはめている（判旨（2）後半）18）。 

この点，商品形態に関する 2 要件については，

裁判例において特別顕著性は具体的要件として機

能しておらず，商品等表示該当性は周知性の要件

に吸収されていると解する見解があり19），筆者も

これに賛同する。 

色彩に関する裁判例でも，特別顕著性の間接事

実は，ありふれていること及び同種の配色の製品

が多数存在し，X が独占使用していないことであ

り（東京地判平成 18・1・13 判時 1938 号 125 頁

【PTP シート③】，本判決，2 要件説ではないが要

件の 1 つとして特別顕著性を挙げている【PTP シ

ート①②】も同じ），周知性や【It’s 控訴審】の 1

要件である新規性と重複するところがある。 

 

（2）具体的商品形態の特定について 

一方，本判決は，これに留まらず，従前の裁判

例と異なり，Y が使用する具体的商品形態にも着

目し，X の使用する具体的商品形態と詳細に比較

検討している（判旨（1）後半及び（2）前半）。 

本件 X は，従来の単色の裁判例とは異なり，X

表示として「赤色」という大まかな特定ではなく，

パ ン ト ン 社 が 提 供 す る 色 見 本「 PANTONE 18-

1663TPG」20）と特定し，同色彩を付する場所を「女

性用ハイヒールの靴底」に特定している。裁判所

は，それにも拘わらず，Y 商品が同見本の同一色

彩か否かの検証はせず，前記のとおり「X 赤色を

靴底部分に付した女性用ハイヒールと特定される

にとどまり，」その形状，形状に結合した模様，光

沢，質感・靴底以外の色彩その他の特徴について

は何ら特定がなく，「靴底に付された唯一の色彩で

ある X 赤色も，それ自体特別な色彩であるとはい

えない」とした上で，従前の裁判例と同様の結論

を導いており，この点に特徴がある21）。筆者は，

当該結論の理由は以下のとおりであると考える。

①色見本で細かく特定されていたとしても，需要

者が識別できる色には限界があること（前記第 3

の 2（3）特定可能性22）），②従来の裁判例では，商

品の種類との関係もあり X・Y 商品間で材質等に

相違がなかった可能性が高く，光沢等による外観

の大きな相違が見られなかったと考えられるが23），

本件商品は靴であったため，商品の外観に大きな

印象の相違が現れたこと，③後記私見の整理によ

ると，ファッションは審美性を発揮できることが

重要であるため，他者の選択の幅の確保が必要で

あったことが挙げられるだろう。このうち①の理

由に基づくならば，本件のようなファッション関

係以外の商品の事案でも同様の結論となり得よう。 

上記②に関連して，従前の単色に関する裁判例

は，X が商品表示として主張する色彩について「大

まか」等であることや当該色彩の性質等（基本色

やありふれている等）を指摘し，また，X が使用

する色相にも幅があることや他者の同種色彩の使

用に着目して商品表示該当性を判断している。し

かし，色彩の付された商品の材質等は X・Y 商品

間で異ならなかったからなのか，両者が別個の商

品形態であるとは述べていない。本判決は，X・Y

の各商品形態を検証により比較し24），靴底が同じ

赤色25）であるといっても「材質等から生ずる靴底

の光沢及び質感において明らかに大きく印象を異
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にする」と述べ26），単色の問題点を具体的に明ら

かにしている。そして X ではなく Y の具体的商品

形態に関するXを出所とする周知性を否定する等

して，X 表示全体としての商品等表示の該当性を

否定している27）。 

これら（物の材質や塗装方法等）にも関連する

ところであるが，本判決は，X・Y の市場の相違も

指摘している。すなわち，X 商品の市場が「高級

ブランド品」（8 万円を超える高価格帯）であるの

に対し，Y 商品は「X 商品と比較すると廉価で手

頃な価格帯のブランド品」（1 万 6000・1 万 7000

円）であることにも着目している（判旨（3））。裁

判所は，X 自身が商品表示該当性を立証するため

提出したアンケートに「女性用ハイヒールの市場

につき，①高級ブランド品，②手頃な価格帯のブ

ランド品，③安全な無名品の 3 つのセグメントに

分けられる」と記載されていることを受けて，「X

商品は高級ブランドの需要者を主として対象とす

るものであるから，手頃な価格帯のブランド品の

セグメントに属するといえるY商品を含めたもの

としては，必ずしも適切とはいえない」としてい

る。これは X・Y 商品が別個の市場を構成してい

ることから，Y 商品の存在は X の市場利益の形成

に影響していないことを示唆しているといえよう28）。 

従前の裁判例では，X が自社商品の需要者層を

限定して主張していることに対して，裁判所がこ

れを否定するものはあるものの（【It’s 1 審】29）），

X・Y の市場は同一であるという前提で判断され

ていると考えられる。この点でも本判決は従前の

裁判例とは異なる。のみならず裁判所は「そもそ

も X 表示は，広範かつ多数の商品形態を含み得る

ものであって，上記の形態の相違にかかわらず，

手頃な価格帯の赤色ゴム底のハイヒールについて

まで X らの商品等表示に該当するとすれば，かえ

って公正な競争を阻害し，社会経済の健全な発展

を損なうおそれがあることは，上記において例示

したとおりである」とも述べており，保護すべき

市場利益の範囲を強く意識しているといえよう30）。 

 

2 射程の画定 

本事案は，上記のとおりそもそも具体的形態も

市場も異なるとされたため，仮に X が自己が使用

している具体的形態を商品表示として主張したと

しても，本号に該当しないと判断されたと思われ

る。それでは，仮に X の具体的な商品形態と Y の

使用商品形態が類似していた場合はどうか。 

本判決は「商品に関する表示が複数の商品形態

を含む場合において，その一部の商品形態が商品

等表示に該当しないときは，上記商品に関する表

示は，全体として不競法 2 条 1 項 1 号にいう商品

等表示に該当しないと解するのが相当である」と

しているが，本事案において「その一部以外」の

商品形態が商品等表示に該当するか，該当すると

してどの商品形態かについては言及していない

（結論を導くために言及する必要もなかった）。 

本判決は，Y 商品との違いである X 商品の特徴

として「靴底は革製であり，これに赤色のラッカ

ー塗装をしているため，靴底の色は，いわばマニ

キュアのような光沢がある赤色」である点を挙げ

ているが，靴底の材料として革を選択するのは少

なくとも女性用ハイヒールについて（高級ブラン

ドであればなおさら）特別ではなく，また，ラッ

カー塗装も特別なものとは言い難い。そうすると，

この組み合わせにより生じた光沢や質感だけでは，

出所識別力を獲得するとは言い難く，また独占適

応性の問題もある31）。したがって，仮に Y 商品の

靴底が X 商品と同じような色彩・光沢と質感を放

っていたとしても，その一事をもって判断される

のは妥当ではない。裁判所も，「X 商品は，最低で

も 8 万円を超える高価格帯のハイヒールであって，

靴底のラッカーレッド及びその曲線的な形状に加

え，靴の形状，ヒールの高さその他の形態上の顕
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著なデザイン性を有する商品である」としており

（写真 1 参照），ここに至ると商品表示性が認め

られる余地も生じうるかもしれない。 

 

第 5 検討 

前記第 3 の 2 の色彩の問題点を踏まえると，筆

者は色彩の商品等表示該当性の判断基準として，

以下のものが妥当であると考える。 

（1）単色の場合，出所識別力を獲得することも

極めて困難であるのみならず，技術的形態以上に

独占に適応しないため，商品表示性は殆ど認め難

い（【It’s 1 審】，【It’s 控訴審】）。商品表示の類否や

周知性等は取引者・需要者の観点から判断される

ところ，単色については一般需要者による識別が

難しい。色彩の視認・特定可能性を得るためには，

少なくとも色の組合せ（配色の割合・順序等も含

む）や，単色の場合には光沢や形態等の寄与割合

が高いことが必要なことが殆どであると思われる。 

そしてこのように解しても，競争への影響のよ

り少ない文字商標等の伝統的商標との併用で出所

識別力の獲得を得ればよいであろう32）。 

（2）とりわけ基本色（特に三原色）その他あり

ふれた色は，その一事をもって出所識別力・独占

適応性を欠くため，商品表示に該当しない（【オレ

ンジ戸車】，【It’s 1 審】，【同控訴審】，本判決，【PTP

カプセル①】，【同②】，【ローソク包装箱】，拒絶査

定維持審決に対する取消訴訟として知財高判令和

2・6・23 令和元（行ケ）10147 号【油圧ショベル

①】，【油圧ショベル②】，拒絶査定不服審判である

【ルブタン審決】）。このような場合，需要者にお

いても色彩以外の要素（文字等の伝統的標識）で

出所を認識しているし，事業者自身も商品にこれ

らを付している（後記（7）のとおり）。 

また，X 自身の使用する色彩に色相が多種類だ

ったり変遷等があったりする等，一貫性がない場

合も，特定性に欠けるので商品表示には該当しな

いと考える（【オレンジ戸車】，【It’s 1 審】，【It’s 控

訴審】）33）。 

（3）特に，色彩と当該商品・サービスの機能と

の関連性が高い，すなわち審美性（の中でも色）

が重視される場合には，色彩使用の独占は商品市

場の競争そのものを阻止するし，出所識別機能が

高くないため，単色の商品等表示該当性は認めら

れないと考える。 

色彩が商品の特性に占める割合が高いか，色彩

より他の機能の方が重要かには相違があり，ファ

ッション・壁紙等は色彩が商品に占める割合が極

めて高いといえるだろう34）。例えば被服等のファ

ッションの場合，審美性追求の観点から，第三者

にとって多種多様な色彩を自由に使用できるよう

に選択肢（幅）を確保し市場の自由な競争を確保

することが必要であるため35），単色は色彩の枯渇

論以前の問題として商品表示には該当しないと考

える。したがって，例えば光沢感や質感に稀有な

特徴があり，当該特徴と併せて直ちに出所を特定

できるような極めて特別な事情がない限り，後記

（4）の継続的な独占使用があったとしても，当該

分野については独占を認めるべきでないと考える。 

そうすると，本件では，上記（1）乃至（3）の

いずれによってもX表示の商品表示性は否定でき

たと解される（【オレンジ戸車】，【It’s】，【PTP シ

ート】，【油圧ショベル】，知財高判令和 2・3・11 令

和元（行ケ）10119 号【不動産情報】も（1）又は

（2）により結論づけることができたであろう）。 

このことと，単色を施した形状等に創作性があ

れば意匠法や不正競争防止法の形態模倣規定によ

る保護を受けられるということは別論である36）。 

（4）出所識別力及び独占適応性の観点に基づく

上記（1）（2）の間接事実となりうるものとして，

古来ある色彩を既に同業他者が使用していること
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が挙げられる。一方，色の組合せを含め商品表示

性が認められるためには（前記(1)のとおり単色の

場合極めて例外的ではあるが），自らが継続して使

用しているだけでなく，少なくとも独占的に使用

継続していることが必要である（他者が使用して

おり否定されたものとして，単色のもので【オレ

ンジ戸車】，【It’s 控訴審】，本判決37），【油圧ショベ

ル①】，【油圧ショベル等②】，【ルブタン審決】，色

の組合せのものとして【PTP シート①】，【同②】。

一方，独占使用継続性があり商品表示に該当する

としたものとして【三色ウエットスーツ】38））。 

（5）色彩が出所識別機能以外の機能を有する場

合がある。例えば，橙色は，人への危害及び財物

への損害を与える事故防止・防火・健康上有益な

情報並びに緊急避難を目的として規格化された

「JIS 安全色」の一つであるし【油圧ショベル①】，

【同②】，広告やウェブサイトのデザインにおいて，

前向きで活力のある印象を与える色彩でもある

（【不動産情報】）。このような色彩は営業のため第

三者に自由に使用させることが適切である39）。の

みならず，上記の規格やカラーイメージ故に，建

設工事現場や，不動産売買の仲介等の不動産業者

のウェブサイトにおいても，（ロゴマーク等を装飾

する色彩として）一般に使用されたりしている。

このことから，上記（2）のありふれた色彩や（4）

の他者の使用事実が認められることが通常である。 

（6）一方，色彩がこのような機能を有しなくと

も，商品の特性との関係で出所識別力として占め

る割合が高くない場合，すなわち需要者が商品の

性能等の機能を重視し色彩のみを判断材料として

購入しない場合には，商品表示に該当しない40）。

仮に継続的にその色彩を独占的に使用していたと

しても，出所識別力を有すると認められるために

は，その色の商品を見たりその色である旨の表示

をしたりすれば，それだけで誰でも直ちに特定の

者の商品であると判断するというように出所表示

機能を取得することが必要である（【It’s 1 審】41）

等）。色彩には，一般的に訴求力があり，また，数

ある商品等から一定範囲に絞る（探索する）目印

（例えば，A 社の商品は全て〇色であるため，〇

色でなければ同社商品ではない）となり得ること

は否めないが，そのことと商品選別に直結する力

（個別識別力）があることとは異なる。 

例えば，商品の個別化手段として，実際に店舗

等で現物を見たり説明を受けたり履き心地を確認

したりして購入するか等の購入に至る経緯が問題

となる（【オンレジ戸車】，【It’s 控訴審】，本判決，

【油圧ショベル①】42））。一般的に日用品以外の商

品の場合は慎重に選ぶことが多く，特に低廉でな

かったり，機能の差別化が重要な商品分野であっ

たりすれば，当該機能や（その機能や信頼性を備

えていることを確認するため）後記（7）のロゴを

確認することが重要となろう（周知・著名ブラン

ドであれば，機能の確認よりロゴ等の確認の方が

重視されることが多いと思われる）。 

一方，商品表示性を認めた【三色ウエットスー

ツ】の場合，ウエットスーツの一般素材はゴム製

であり，X の素材もゴム製だったため，商品間の

機能に特段の差異は大きくないと思われる。 

（7）前記のとおり，商品にロゴ等が付されてい

る場合は，一般的に当該ロゴの出所識別力は色彩

のそれに比べて高いため，商品個別化機能はロゴ

が果たしている場合が多い43）。特に低廉でない商

品（【It’s 控訴審】，本判決（X 製品には中敷に，Y

製品には中敷き及び靴底にロゴが付されている），

【油圧ショベル①】，【同②】，【不動産情報】）や，

細心の注意をもって識別することが要求される商

品（【PTP シート①】，【同②】）では，商品を識別

する際に色彩が果たす役割が大きいとは言い難い44）。 

また，同種の色彩を備える商品が多数流通して

いる取引市場では，ブランド名や商品名に依拠せ

ずに色彩等のみで出所を識別することは事実上困
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難である（【ルブタン審決】）。 

（8）一方，周知商品表示の該当性の判断にあた

っては，販売実績（売上の多寡・シェア率等），販

売期間，広告宣伝実績は，ロゴ等一般的に出所識

別力を備えやすい表示であれば関連性が高いとい

えるが，元来識別力を有しないあるいは独占適応

性を持たない色彩（特に単色）の場合，重視され

ないだろう（【オレンジ戸車】，【PTP シート②】，

本判決，【油圧ショベル①】，【同②】，【ルブタン審

決】45））。ただし，上記（1）～（7）の問題に抵触

しない場合に，肯定の一要素としては認められる

だろう（【三色ウエットスーツ】は自ら多数広告宣

伝に努める等しており，2 年強で出所表示機能の

獲得が認められている）。 

また，アンケート結果も，少なくとも，当該色

彩から X が想起されるだけでは足りず，他の選択

肢がないぐらい堅固であること，他の要素を確認

せずに色だけでも選びうることが分かること（さ

らには現物を示す等）が必要であろう。 

（9）以上からすると，少なくとも単色について

は，色が機能としての意味を持たず，相当程度特

異な色（競業者が通常の場合，到底選ばないであ

ろう色）であり，日用品等価格帯が安く当該商品

の機能やロゴ等を事前に確認せず，あるいは確認

することができずに購入する場合以外は，商品表

示性を認め難いと解される46）。 

そうすると X としては，次の段階として，商品

の材質・塗装材料や方法による具体的な色の表れ

方（光沢等を含む）や，複数色の組合せ・色と文

字・図形等のデザインとの組み合わせによって，

商品表示の要件を充足するように努めざるを得な

いであろう。もっとも，光沢等についても，素材

の性質によって決まる場合には，周知性（を認定

する一要素としての独創性）を得ることが困難だ

ったり，競争上似ざるを得ないとされたりする可

能性が高いであろう。 

なお，前記（3）で述べたファッション分野であ

っても単色ではない場合，色の組合せ次第では創

作性が生じることもあり得るだろう。したがって，

第三者が他の色彩（単色や色の組合せ）により審

美性を表すことが十分可能であれば，独占を認め

てもよいと考える。ただし，前記のとおり既に他

者が使用していたり，商品の選択について色彩以

外の要素を判断要素としたりしているのであれば，

独占適応性・出所識別力の観点からやはり商品表

示性を否定するべきである。また，独占の範囲が

広くなるおそれがあるため，類似性の判断にあた

っては，色彩・配列・幅等について厳格に判断す

ることが必要であろう。 

本判決と【三色ウエットスーツ】を比較すると，

前者が靴底の単色であるのに対し，後者は色落ち

の三色の組合せである。加えて，後者の X はファ

ッション性豊かなカラースーツの開発を試み，そ

れに使用するラインとして本件ラインを組み合わ

せて開発したところ，X 製品の発売以前にはこの

ような色落ち三色ラインを使用したものはウエッ

トスーツ業界にはなかったこと（それに遡ること

8 年前頃からカラースーツが他社により販売され

ていたが，ウエットスーツの色の主流は黒色だっ

た），「本件ラインは見た目にも鮮やかで，人の眼

を惹くに足るものであり，」「看る者に他と際立っ

た特別の印象を与えていることが明らかである」

こと及び本判決のX表示は輪郭のない単色をハイ

ヒールの靴底に付したものであるのに対し，本件

ライン（三色の組合せの 4 種類）が商品に付され

た位置は 25 種類に及ぶが，各色の間隔は 9 ミリ

メートルで，各色の間に 1 ミリメートルの黒色の

ラインを含んだものであったこと等が相違点とし

て挙げられる。また，X 製品発売後の一時期に同

種製品が輸入されたものの少数に止まりXからの
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警告により市場から姿を消している点でも，本事

案とは異なる47）。同判決は，ロゴ表示や製品機能

等，他の識別要素や価格帯については言及してい

ないが48），前記（6）のとおり商品の素材そのもの

は従来製品と同様のゴム地（三色スーツの場合，

それに本件ラインの布地を接着させている）であ

ること等から，色のみで個別識別すると判断した

という前提であると解されよう。 

 

第 6 色彩のみからなる商標との関係 

本件の X 表示（前記注 1 のとおり厳密には範囲

が異なるが）について，【ルブタン審決】も登録要

件を満たさないとしたが，その理由付けとしては，

当該色見本で特定された色彩のみを判断対象とし

て，その特質（三原色の 1 つでありふれたもの），

他者の使用状況，色彩一般の使用の必要性や販売

実績・広告宣伝方法・アンケート結果等を挙げた

上で，一定程度認知されているとしても周知に至

っていないとしている。色彩商標は一般の商標と

は異なり使用による周知性の獲得が必要な商標で

あると解されるため（商標法 3 条 1 項 3 号・同 2

項），不競法の商品表示該当性の認定要素と共通す

る部分が多い。他方，不競法の場合，商標法とは

異なり，色彩以外の商標として登録が認められて

いない要素を付加して商品表示とする主張も可能

である49）。このような相違から商標法と不競法の

活用としては，以下のように考える。 

商標登録の場合，単色である場合にはそれに出

所識別力のある商標（強いものでなくても，組み

合わせにより強くなるもの）を組み合わせるか位

置商標，さらには形態や色の組合せの出願を検討

するのが妥当であろう。不競法の場合，これらに

加えて，具体的形態，商標法で保護されない質感

等の特殊性や他の出所識別力のあるものとの組合

わせを商品表示として構成することが妥当である50）。 

また，商標登録及び商品表示性のいずれでも要

素となるであろう独占的使用継続性を主張するた

めには，販売開始初期のうちから類似品を排除し

続けることが必要である。もっとも，単色のみを

根拠とする場合，侵害警告等の法的根拠を見出す

ことが難しいため，やはり具体的形態等と併せて

形態模倣等で排除せざるをえないだろう。 

 

【謝辞】執筆にあたり，東京大学大学院法学政治学

研究科の田村善之教授から，多くの貴重なご助言

を賜りました。この場をお借りして心より御礼申

し上げます。 

 
 

 
注） 
1） 厳密には，出願商標は X 表示（「PANTONE 18-1663T

PG」）ではなく「PANTONE 18-1663TP」である。 
2） この他に，ローソク包装箱の基本的な色彩が濃紺であ

り，箱に表示される文字や図柄に使用される色彩が，白，

赤，黄，青の四色であるものについて，本号の適用を否

定した裁判例がある（大阪地判平成 9・11・27 平成 7
（ワ）10667 号【ローソク包装箱】）。また，これらの判

決とは異なり色彩のみの商品表示性が問題となった事

件ではないが，X のマスカラ容器等について，色彩（容

器本体が濃いワインレッドの色を有する）を含めた特

徴点について商品等表示に該当し，Y 容器等との類似

性及び販売経路・需要者の同一性（価格帯が同様である

こと）から混同のおそれがあると認められたものもあ

る（大阪地判平成 20・10・14 判時 2048 号 91 頁【マス

カラ容器】）。 
3） 三村量一【判評】別冊ジュリスト 188 号（2007）135 頁。 

 

4） 改正前商標法 2 条 1 項において色彩のみの商標が認め

られていなかった趣旨として言及するものとして松村

信夫【判評】知財管理 Vol.46 No.9（1996）1442-1443 頁，

土肥一史「新商標の識別性と類似性」小泉直樹・田村善

之編『はばたき―21 世紀の知的財産法』（弘文堂，

2015）786-787 頁。田村善之『不正競争防止法概説【第

2 版】』（有斐閣，2003）（「不競法」）128-129 頁も

同旨。 
5） 【PTP シート①】，【同②】は，「緑色」と「灰青緑色」，

「白色」と「淡橙色」とは，需要者が肉眼で離隔的に観

察した場合は識別することが困難であるとしている

（後記注 24）も参照）。 
6） 土肥一史『商標法の研究』（中央経済社，2016）64-65

頁。同 58-59 頁も参照。 
7） 鈴木將文「新しい形態の商標の保護」日本工業所有権

法学会編・日本工業所有権法学会年報 31 号（有斐閣，

2008）63 頁。  
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8） 前掲・鈴木 63 頁。 
9） 前掲・松村 1442-1443 頁。 
10） 前掲田村・不競法 128-129 頁，同「〔講演録〕意匠登

録がない商品デザインの保護の可能性～著作権法・不

正競争防止法の交錯～」（「〔講演録〕」）コピライト

676 号（2017）33 頁。 
11） 前掲田村・不競法 128-129 頁。 
12） 渋谷達紀『不正競争防止法』（発明推進協会，2014）

45 頁。 
13） 前掲・三村 135 頁。 
14） このうち競争環境の不当な制限を防止するために同旨

の見解をとるものとして大友信秀「非伝統的商標と独

占適応性」特許研究 71 号（2021）30 頁，33 頁注 27（た

だし，商標登録要件に関する見解である）。もっとも，

これらの色に近いとされる色でも，例えば，ティファニ

ー・ブルーのように他の青色から識別できる一定の特

徴を有している場合は，その色に近似する範囲までの

独占は認めても，他者の利益を損なうことはないであ

ろうとする。 
15） 前掲・松村 1442-1443 頁。 
16） 大塚一貴「新タイプ商標に分類される標識の周知・著

名商品等表示としての保護の観点から見た課題」日本

知財学会誌 Vol.14 No.3（2018）18 頁。渋谷達紀『知的

財産法講義Ⅲ〔第 2 版〕』（有斐閣，2008，「講義Ⅲ」）

44 頁以下も参照。 
17） 前掲・土肥「新商標の識別性と類似性」790-791 頁。 
18） 黒田薫【判評】ジュリスト 1574 号（2022）9 頁。 
19） 宮脇正晴「商品形態の周知等表示該当性」別冊パテン

ト 11 号（2014）14 頁，横山久芳「商品形態の標識法上

の保護」別冊パテント 14 号（2016）78 頁，前掲・田村

〔講演録〕31 頁。これに対し，「他人の商品等表示と

して需要者の間に広く認識されている」という 1 号の

文言を一体の要件と捉えれば，商品等表示該当性判断

の際に周知性を考慮することも理解し得るという見解

（谷有恒【判評】別冊ジュリスト 248 号（2020）159 頁）

や，形態が商品等の出所を表示する程度には段階があ

り，形態の顕著性と周知性は相関的な関係にあるとい

う見解もある（森崎英二「混同惹起行為」髙部眞規子編

著『最新裁判実務大系（11）知的財産権訴訟Ⅱ』（青林

書院，2018）811 頁）。同旨のものとして宮川美津子「商

品等表示性の認定・判断について（不正競争防止法 2 条

1 項 1 号）」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務 

第 3 巻〔商標法・不正競争防止法〕』（新日本法規，

2007）243 頁もあるが，これらは対立する見解ではない

と思われる。 
20） なお，実際の PANTONE 18-1663TPG は，前記図（X

表示）の色彩より写真①及び同②の色彩に近いように

認知される。https://www.pantone.com/coneect/18-1663-T
PG 参照。 

21） 本件のように X が単一の色彩を特定したものとして，

商標登録出願については【油圧ショベル②】がある。X
は「タキシーイエロー（マンセル値：0.5YR5.6/11.2）」
の商標を登録出願しているが，拒絶査定維持審判に対

する審決取消請求は棄却されている。なお，X は出願後

に手続補正により「オレンジ色（マンセル値は上記と同

じ）」としており，同じマンセル値でありながら色彩の

一般名称を変更している。 
22） 【油圧ショベル②】も「人の視覚によって，マンセル

値で特定された本願商標のオレンジ色とマンセル値の

異なる同系色のオレンジ色を厳密に識別することには

限界があ」ることを指摘している。 
23） 従来の裁判例では，Y 製品の検証をしていないが，上

記理由によりあえて検証をする必要がなかったのかも

しれない。なお，単色ではないが，【三色ウエット】の

商品も（スポーツ）ファッションであるが，ウエットス

ーツの機能の関係から材質はゴムに限られていた。 
24） 裁判所は，このように検証による光沢・質感での印象

の大きな差異を指摘した上で，「そうすると，X らの主

張は，写真ではなく現物の印象の差異につき，裁判所の

上記認定とは異なる前提に立つものである」として，色

彩の「言語」による表現の曖昧さ・広範性に加えて，本

件では「写真」を通しての視認の限界も明確に指摘して

いる。色彩は，一般的に見る側（需要者）の印象による

相違があることに加えて，当該色が商品等に塗装され

て視覚的に認知される際には，商品の材質，染料や塗り

方・染め方等により相当程度幅が生じる。このため，商

品にもよるであろうが，今後は，色彩が争点となる不競

法違反事件では，色彩を「（『赤色』だったり，色見本

帳に則ったりして）文字で表現する」「図や写真で示す」

以上に「検証」を通して視認することが，裁判所の認定

に与える影響も大きいと思われる（不競法違反事件で

は「比較の対象が特定しており，裁判でも現物を見たり

触ったりして評価することができる」ことを指摘する

ものとして，前掲・鈴木 124 頁）。 
 なお，当事者が検証結果を証拠として提出したもの

としては【PTP シート①】，【同②】がある。同事件で，

X は，自社医薬品の配色（灰青緑色と淡橙色）が他社の

同種医薬品（緑色と白色の配色）と明確に識別すること

ができるため，顕著な特徴を有していると主張した。裁

判所は，写真での色の識別は困難であり，「また，検甲

第 1 号証において，カプセル自体を直接肉眼で観察し

ても，識別は困難である」と述べている。このように X
商品と Y 以外の同種医薬品との識別の可能性を判断す

るための検号証であり（【三色ウエットスーツ】は Y が

検号証を提出），X・Y 両製品の印象が異なることの立

証資料でない点でも本判決とは異なる。 
 また，アンケートの手法（対象者に回答を求めるに際

し，現物を示す必要があるか等）も，より慎重に検討す

る必要があろう。 
25） 前記のとおり X 表示は色見本で特定されているが，裁

判所は「靴という商品において使用される赤色は，伝統

的にも，商品の美感等の観点から採用される典型的な

色彩の一つであ」ること及び「X 赤色と似た赤色は，フ

ァッション関係においては国内外を問わず古くから採

用されている色であ」るとしており，商品表示性を検討

するにあたり，大まかな「赤色」との表示の特定と峻別

していないようである。 
26） 本判決以前に，X・Y 商品間の色調及び光沢感の相違

について言及した裁判例としては，形態模倣（不競法 2
条 1 項 3 号違反）に関するものとして，大阪地判平成

21・6・9 判タ 1315 号 171 頁【化粧品容器（アトシステ

ム）】がある。 
27） 本判決は，最初に X・Y 間の具体的商品形態は異なる

（非類似）としており，その後に Y 商品形態に関する

X の周知性について論じている。X は，自己の商品等

表示が，Y の需要者層と重複する需要者層に周知であ 
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ることを主張・立証する必要があるところ（安永武央

「周知表示・著名」牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実

務大系 知的財産関係訴訟法』（青林書院，2001）445
頁），X が主張する商品表示には Y の具体的形態も含

まれていたため，当該形態に関する X の周知性が検討

され否定されている。仮に X が X 表示（「女性用ハイ

ヒールの靴底に色見本 PANTONE 18-1663TPG を付し

たもの」）ではなく，X 商品形態である「靴底は革製で

あり，これに赤色のラッカー塗装をしたもの」を商品表

示として主張していたとしても，X・Y 商品の基本的な

相違点が，靴の材質と塗装（ファッションでは，ブラン

ドの高級性等との兼ね合いにより，これが顕著に表れ

る）・価格帯・ブランド価値の違いから生じることから

すれば，周知性・類似性・混同のいずれかの点で侵害が

否定された事案である。 
 これに関連し，シリーズ商品についてであるが，周知

性ニーズ・類似性ニーズという問題を指摘するものと

して，山本真祐子【判評】ジュリスト 1556 号（2021）
112-113 頁。近時の裁判例においては，商品の形態が商

品等表示に該当するための一要件とされている特別顕

著性が否定されている（東京地判平成 17・2・15 判時

1891 号 147 頁【マンホール用ステップ】）。また，2 要

件否定説でも，需要者が出所識別表示として認識して

いない要素であるために周知な商品等表示ではないと

されたりするリスクの存在があることが指摘されてい

る（前掲・田村〔講演録〕31 頁等）。 
 なお，【マンホール用ステップ】は，具体的構成のう

ちある部分についてのみ商品表示該当性を認め，その

上で，商品の形態の類否の判断に当たっては，商品等表

示に該当する形態として客観的に他の同種商品とは異

なる顕著な特徴を有している部分の類否を判断してい

る。この手法は，結合商標の類否や著作権侵害の類否

（表現のうち創作的部分の類似性）の手法と共通する

ものがある。これに対し，本判決のような単色について

は，抽象的な色彩と具体的な各形態は包含関係にあり，

【マンホール用ステップ】のような意味での部分は認

められないが，類否の手法として参考になる（著作権侵

害における類否判断での「思想・感情」そのものか「具

体的表現なのか」と共通する部分があると解される）。 
28） 高級ブランドイメージを具体化したものが X の具体

的形態であり，X・Y 商品間での形態の相違により需要

層も異なるとも考えられよう。 
 もっとも，【PTP シート①】，【同②】は，特別顕著

性の有無の判断における「同種商品の範囲」について，

医師等が日常的に胃潰瘍治療剤に限らず，同種多様な

医薬品を取り扱っている実態からすれば，「同種商品」

は胃潰瘍治療剤だけでなく医療用医薬品全体をいうも

のと解すべきであるとしている。そうすると，ハイヒー

ルを履く女性を全体として 1 つの市場（高級ブランド

を買いつつ廉価品も買うことを想定）として需要者を

画定する可能性も出てくる。ただしその場合であって

も，需要者全体において，X の商品形態は認知度が低い

とされた可能性が相当程度あったと考えられる。 
29） X の，X 製品（It’s シリーズ）が単身者を販売対象と

し低価格に設定されていること等の主張に対し，裁判

所は，It’s の価格帯について「X 製品の中でもテレビ（標

準価格 9 万 5000 円），ビデオ（同 7 万円），冷蔵庫（同

6 万 4000 円，5 万 2000 円），全自動洗濯機（同 5 万

7000 円）」等「に至っては，一般家庭用としても高価

という外はない」としている。 
30） 小野昌延編『新・注解 不正競争防止法【第三版】上

巻』（青林書院，2012）266 頁【三山峻司執筆】参照。

周知性の程度について「重要なことは，当該表示に混同

を防止する必要のあるほどの信用形成がすでになされ

ているか否か，また，他者の冒用を許すことが，取引秩

序上の信義公平に反する程度に達しているか否かとい

うことにある」とする。 
31） 本判決も，X の具体的商品形態について単に「この点

において特徴がある」と述べるに留めている。 
 なお，商品形態に関する見解であるが，「質感は，多

くの場合，商品の機能的形態（2 条 1 項 3 号括弧書）と

いえるから，その模倣を禁止することができる場合は

限られている」とするものとして，前掲渋谷・講義Ⅲ

113-114 頁。 
32） 宮脇正晴「不正競争防止法の商品等表示の規制におけ

るパブリック・ドメインの確保」同志社大学知的財産法

研究会編『知的財産法の挑戦Ⅱ』（弘文堂，2020）321-
322 頁。前掲小野編・注解不正競争防止法（上）235 頁

【芹田幸子執筆】，「美的機能を有する要素と出所識別

機能を果たす部分を概念上分離することが困難な場合」

に関して，小嶋崇弘「標識法における機能性法理」日本

工業所有権法学会年報 42 号（有斐閣，2018）21 頁。 
33） 関連して，商標審査基準（第 15 版）の商標法「第 2 

第 3 条第 2 項（使用による識別性）」の「6．色彩のみ

からなる商標について」においても，同項の適用が認め

られない例として，「①使用商標と出願商標の色相（色

合い），程度（色の鮮やかさ）や明度（色の明るさ）が

全部又は一部異なる場合」が挙げられている。 
34） 前掲・三村 135 頁。 
35） 特にファッション関係は，本判決が商品形態一般の本

号該当性について述べている「表現，創作活動等の自由」

との関係が強い分野といえよう。前掲・宮脇「不正競争

防止法の商品等表示の規制におけるパブリック・ドメ

インの確保」321-322 頁参照。 
36） 単一の色彩を施した乗用車や電気器具の場合は，立体

的形状と色彩を含めた全体が商品の形態を構成し，形

態模倣の規制対象となり得る（混同招来行為の場合と

は考え方が異なる）とするものとして，前掲渋谷・講義

Ⅲ113-114 頁。 
37） ファッション関係で国内外問わず古くからあらゆる商

品に採用されていること，著名な数ブランドによる使

用事実や令和元年 8 月時点で，ウェブサイトで少なく

とも 70 程度のブランド・販売店から販売されていたこ

と。 
38） 前記のとおり，一時期同種製品が出回っていたのに対

し X の警告により市場に出回らなくなった。同判決に

ついて「周知性については，一般論としては『反復継続

的な使用』にしか言及していないが，実際の認定事実と

しては『独占的な使用』がなされたことに触れている」

と指摘するものとして，小松陽一郎【判評】別冊ジュリ

スト 188 号（2007）133 頁。 
39） 業界の標準・推奨規格として色彩が定められている場

合にはこれと識別が難しい色彩に独占力を付与する商

標登録は認めるべきでなく，出願商標が当該規格と比

較される場合には，出願人により非類似・識別可能性を

主張・立証することが求められるとする見解として，前 
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掲・大友 27 頁。 

40） 前掲・大塚 18 頁，商品形態一般に関する前掲・宮川

246 頁参照。 
41） 渋谷【判評】判時 1561 号 211 頁は，【It’s 1 審】につ

いて，「判旨は様々な事実を認定しているが，重要と思

われるものは，X の同業他社も電化製品について濃紺

色に近い色彩を採用しているという事実と，消費者に

よる商品の選択が色彩のみに着目して行われているわ

けではないという事実である」としている。 
42） 【オレンジ戸車】の場合，前記のとおり機能に特性が

あったと認められる。当時市場に出回っていた戸車の

大部分は鉄真鍮製であり，他の一部分はベークライト

製（プラスチックの一部）或いはゴム製のものであり，

「ナイロン」製の戸車はなかった。X の創製したナイロ

ン製戸車は，他社のそれと比較して，耐久性，耐摩擦性

が高く，軽くて錆びない，加工成形することも容易，油

剤を用いる必要がなく，更に騒音も生じない特性があ

った。そして，店頭で実物を見てその存在を知るに至っ

た需要者の数が，宣伝広告活動を通じて知った者の数

に比較して非常に多かった（戸車アンケート結果）。ま

た，【It’s 1 審】及び【同控訴審】は製品の機能性，安

全性，堅牢性，本判決は高級性や履き心地が重要である

としており，【油圧ショベル①】も建設機械は製品の機

能や信頼性が重視されるとしている。もっとも靴の履

き心地については，X 商品がオンラインショップでも

販売されていること及び靴という商品の性質上初回は

当該機能が重視されうるが，それ以降はむしろロゴ等

での確認の方が重視されると思われる。本判決も「旧知

の靴であれば格別」としている。 
43） 当該標章が出所識別機能を発揮しているのか否かは当

該市場分野の取引者・需要者の色彩に対する慣れの問

題に過ぎないという見解として，前掲土肥・商標法の研

究 64-65 頁。 
44） 【PTP シート①】，【同②】は，色彩も商品探索の際

の特定性の一助にはなるが，最終的商品選別の決め手

ではない細心の注意力をもって医薬品を選別すべきこ

とが要求されている医療関係者が，貯蔵されている多

数の医薬品の中から処方された薬剤を取り分けるとき

には，販売名（薬剤名）によって確認していると推認さ

れ，薬剤名よりもカプセル及び PTP シートの色彩構成

に着目しているとは考えられないとしている。 
45） 例えば，【オレンジ戸車】では，X のナイロン戸車の

販売数量は，次第に需要が増え，昭和 33 年 10 月以降

には毎月約 120 万個（全国の需要数量の約 3 分の 1）に

達し，昭和 37 年 1 月頃より毎月約 100 万個に減少し，

その販売区域は，北は北海道，南は九州に至る国内全域

に及んでいることを一応認めることができるとしてい

る。【油圧ショベル①】，【同②】は，約 50 年にわた

り，当該色彩を車体の少なくとも一部に使用した油圧

ショベルを販売し，販売台数及びシェアは，ミニショベ

ルを除く油圧ショベルは概ね 20％，ミニショベルが

10％前後であって，それぞれ年間数千台の販売実績を

挙げているし，各種広告媒体によって，少なくとも 20
年以上広告宣伝してきており，広告宣伝費は多いとき

で年間 15 億円を超えたとしている。【PTP シート②】

では，X が主張するように「X 製品の胃潰瘍治療剤に

おけるシェアが圧倒的であるとしても，」類似の色彩構

成の同種商品が氾濫しており当該構成を「採用した後

発医薬品の販売を早期に阻止できなかった以上，」特別

顕著性を否定されることはやむを得ないとしている。

本判決では，ルブタン日本法人の婦人靴の販売金額（消

費税抜き）の合計は，平成 27・28 年度ともに約 32 乃

至 33 億円台であることやメディアでの紹介・受賞歴等

が認定されているが，「日本における X 商品の販売期

間は，約 20 年にとどまり，それほど長期間にわたり販

売したものとはいえず」としている。【ルブタン審決】

でも，X ブランドに係る商品の我が国における輸入販

売実績（25 年以上），年間販売規模（2015-2017 年で約

70 億円前後），女性用靴だけでも年間で約 30 億円以

上，ハイヒール靴だけでも約 20 億円以上（2015-2018
年）で，雑誌・書籍・インターネット上の記事情報等に

おいて継続して紹介されていること等が認定されてい

る。同審決は，その文脈からすると 25 年以上の販売実

績を長期間であると捉えているように読み取り得るが，

本判決と同様，当該実績は結論に影響していない。 
 なお，本判決では宣伝広告方法がサンプルトラフィ

ッキングのみであることを捉えて「極めて強力な宣伝

広告が行われているとまではいえ」ないとしているが，

宣伝広告の内容がどこまで周知になったかが重要であ

り，広告費用の多寡のみで判断されるわけではない。当

該判旨部分（宣伝広告方法）も，結論には影響を与える

ものではなかったと考える。 
46） もっとも，その場合，一時的話題にはなりうるも（そ

のため，その短期間に出所識別力を獲得する可能性も

否定できないが），訴求力が弱いことが多いであろうか

ら使用（販売等）が継続されるかという問題があろう。 
47） 本件でも X の主張によると「模倣商品」の販売事業者

に対し不競法に基づき，販売中止を求めるなどの措置

を講じてきたようであるが，それでも，X 商品の国内販

売前から他社より継続使用され，現在一般的なデザイ

ンになっていると認定されている。 
48） 同事件は差止及び損害賠償請求（弁護士費用のみ）で

あることからも，商品の価格帯は認定されていない。 
49） 前掲・大塚 18 頁は「商標法において新しいタイプに

分類される商標の出願方法では，色彩のみからなる商

標など，それ自体が独立して識別力を発揮する場合で

ないと，基礎的要件としての自他識別力が認められ」な

いが，「不正競争防止法の周知商品等表示においては，

より多様な判断要素を考慮して，混同を防止する必要

があるほどの信用形成がされているかを判断し得る点

で，同じ周知表示でも，商標法とは異なった信用保護の

手段を提供し得る場合もあり，商標制度と不正競争法

で補完し合うべき部分といえる」とする。 
50） 前掲・大塚 19 頁は，「周知商品等表示と第三者の商品

等表示について，対比する各構成それ自体の識別力が

高くない場合でも，両構成の共通点から生じる印象の

強さが相違点から生じる印象の強さを上回り，需要者

または取引者において，両表示が類似するものとして

受け取られるおそれがあるか否かという観点から」本

号該当性を主張し得る場合があるとして，東京地判平

成 20・12・26 判時 2032 号 11 頁【黒烏龍茶事件】を例

に挙げている。私見としては，【マスカラ容器】もこれ

に該当すると考える。 


